
社会福祉法人 恩徳寺会

役員及び評議員の報酬等に関する規程

（目 的）

第１条 この規程は、社会福祉法人恩徳寺会（以下「法人」という ）の定款第８条。

及び第２１条の規定に基づき、役員及び評議員（以下「役員等」という）の報酬

および費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

（報酬等の支給）

第２条 法人の役員等に対して報酬を支給する。ただし、役員等が職員である場合は、

これを給しない。

（報酬等の額）

第３条 役員等に対する報酬の額は、理事会または評議員会その他の会議に出席した場

合、１回につき、５，０００円とする。

（支給方法）

第４条 役員等の報酬は、該当翌月２５日（支給日が土曜日、日曜日または祝日の場合

は前営業日）に現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人

の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。

（費用弁償）

第５条 役員等が、法人の業務のために出張したときは、その費用を弁償する。

２ 交通費は、役員等の居住地から計算し、職員の旅費規程に準じて実費額とする。

３ 宿泊料は、１泊につき１０，９００円とする。

（公表）

第６条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める

報酬等の支給の基準として公表する。

（改正）

第７条 この規程の改正は、評議員会の承認を受けて行う。

付 則

この規程は、平成２２年 ２月２８日から施行する。

この規程は、平成２４年 ５月２６日から改訂施行する。

この規程は、平成２９年 ６月２４日から改訂施行する。


